


※送信間違いに御注意ください。
※本用紙に御記入いただいた個人情報は、本事業に関すること以外に使用することはありません。

＜宛先＞京都市消費生活総合センター
ＦＡＸ番号：075-366-2259

ＦＡＸ、メール、又はホームページの申込フォームから、
①件名「消費者問題学習会」、 ②氏名（ふりがな）、 ③電話番号、 ④メールアドレス、
⑤参加方法（来場又はオンライン）を御記載のうえ、お申し込みください。
　〔参加の可否については、メール又は電話で御連絡いたします。〕

京都市消費生活総合センター
Ｆ Ａ Ｘ 番 号075－366－2259（この紙面下部が専用FAX用紙になっています）
メールアドレスsoudan@city.kyoto.lg.jp
ホームページhttps://kyoto-soudan.jp/　 申込フォームはこちら →

京都市文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター
令和6年10月発行　京都市印刷物第064584号　

① 件　　名 「デジタル終活セミナー」
　～ デジタル遺品の探しかた、しまいかた、残しかた ～

② 氏　　名

③ 電話番号

④ メール
　 アドレス

⑤ 参加方法
（いずれかを選んでください）

消費者問題学習会

（ふりがな）

□ 来　場　  　　□ オンライン（Zoom）

京都市消費生活総合センター（平日  午前時～午後５時）
ＴＥＬ番号075－366－2250
ＦＡＸ番号075－366－2259

消費者問題学習会

申込方法

申 込 先

問合せ先

FAX用  申込用紙

この印刷物が
不要になれば
「雑がみ」
として
古紙回収等へ！

(1月6日から)

（オンライン参加の方は必須  来場参加の方には、参加の可否の連絡のため使用します。）

 「デジタル終活セミナー」～デジタル遺品の探しかた、しまいかた、残しかた～


